
事件番号　平成26年(ヨ)第22号

通行妨害禁止仮処分命令申立事件

債権者　　長崎県

債務者　　岩　下　和　雄　外22名

審尋期　日　呼出状

平成26年8月1 8　日

敏を東嶺喪､様
書当蒜ぼ毒

長崎地方裁判所佐世保支部

裁判所書記官　　疋田　雄太

電話番号　　0956-22-9360　等望泌畢

FAX番号　　0956-22-3899

頭書の事件について,債権者から申立書が提出されました｡当裁判所に出

頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから,出頭してください｡

期　日　　　平成26年8月27日午前10時00分　審尋期日

場　所　　長崎地方裁判所佐世保支部1階1番窓口

(申立てに対する答弁その他貴方の主張を記載した書面や主張を裏付ける証

拠書類等を提出される場合は,その書類等を｢正本｣と｢副本｣の2部用意

(裁判所用と債権者用に各1部ずつ,裁判所用を｢正本｣,債務者用を｢副本｣

と呼びます｡)し, ｣二記期日までに,債権者代理人に対し副本を直送した上裁

判所に正本を提出するか,又は,裁判所に2部とも提出してください｡出頭

の際には,この呼出状を上記場所で示してください｡)

※　疎明資料(書証写し)のうち,甲第5号証は,差替分が提出されました｡ (当初の写

しはページの右端に文字が切れている部分があったため｡)

○　○　○　○




